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No 意見内容  事務局より  

１  

松

田

委

員  

「 戸 籍 抄 本 」 の 件 に つ い て は 、 「 戸 籍 謄 本 （ 戸 籍

抄 本 ）」よりも、事 務 局 が説 明 に用 いている「戸 籍

謄 本 又 は戸 籍 抄 本 」という文 言 の方 がわかりやす

いと思 うのですが、いかがでしょうか？  

ご 指 摘 の 点 に つ き ま し て 、 下

記 のように修 正 させていただく

予 定 です。 

 

戸 籍 謄 本 （又 は戸 籍 抄 本 ） 

 

最 終 的 に は 文 書 担 当 課 と協

議 の 上 、 決 定 し て ま い り ま す

のでよろしくお願 いします。 

２  

伊

藤

委

員  

・制 度 についての所 掌 部 署 は多 世 代 交 流 プラザ

なのでしょうか。 「市 長 が定 める」だけでは責 任

の所 在 が曖 昧 な気 がるため、 所 掌 部 署 を明 確

にしても良 いかと思 いました。 

・  「宣 誓 書 」の保 存 期 間 はどれくらいを想 定 され

ているのでしょうか？例 えば、「永 久 保 存 」なの

か 「 原 則 ２ ０ 年 、 い ず れ か が 死 亡 し て か ら ５ 年 」 

等  

所 掌 部 署 は 、 多 世 代 交 流 プ

ラ ザ と な り ま す 。 条 文 内 で は

明 確 に規 定 されてはおりませ

んが、文 書 発 出 番 号 において

多 世 代 交 流 プ ラザ 所 管 業 務

としております。 

保 存 期 間 等 手 続 きや運 用 に

ついての詳 細 は、今 後 事 務 マ

ニュアル等 の内 規 で定 めてい

く予 定 です。 

３  

廣

瀨

委

員  

(1 )  小 牧 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ ・ フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 宣 誓

制 度  要 綱 （案 ）について 

・P.1 （趣 旨 ）第 1 条  

 

誰 もが互 いの性 自 認 及 び性 的 指 向 を尊 重 し、異

なる価 値 観 を認 め合 い、並 びに多 様 な性 を尊 重

する社 会 の推 進 を目 指 すため 

 

⇒誰 もが互 いの性 自 認 及 び性 的 指 向 を尊 重 し、異

なる価 値 観 を認 め合 い、 パート ナーシッ プに 係 る

生 活 上 の 不 便 の 軽 減 や、 当 事 者 への 不 当 な 差

別 の解 消 および啓 発 等 の推 進 を図 るとともに、多

様 な性 を尊 重 する社 会 の推 進 を目 指 すため実 現

に寄 与 するため 

 

※ハーモニーⅣ 基 本 目 標 Ⅲ「安 心 して暮 らせる環

境 づくり」方 針 に「人 権 意 識 を高 めることで、人 権

をめぐる諸 問 題 の解 消 を図 ります」とあり、施 策 の

方 向 ３ 「 人 権 に つ い て の 正 し い 認 識 と 人 権 侵 害

へ の 予 防 ・ 対 策 」 ④ 多 様 な 性 を 尊 重 す る 社 会 の

推 進 に基 づいている趣 旨 となっていました。 

しかし近 隣 自 治 体 の要 綱 に比 べ、「推 進 を目 指

す」という表 現 では、多 様 な性 を尊 重 する社 会 を

「推 進 する」だけが目 的 となってしまい、推 進 の先

の 実 現 や 目 標 達 成 へ の 意 識 が 若 干 薄 い よ う な

印 象 にも読 み取 れてしまいます。 

 

 

・P .1 （趣 旨 ）第 1 条  

につきまして、下 記 のように修

正 させていただく予 定 です。 

 

誰 も が 互 い の 性 自 認 及 び 性

的 指 向 を尊 重 し、異 なる価 値

観 を認 め合 い、並 びに多 様 な

性 を 尊 重 す る 社 会 の 実 現 に

寄 与 するため 

 

※ ご 指 摘 の 通 り 本 制 度 の 趣

旨 が 「 推 進 」 を 目 指 す も の

ではなく「実 現 」を目 指 すも

のとなります。 

近 隣 市 町 の要 綱 等 も確 認

し、後 半 部 分 を修 正 させて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

●意見内容 

 

いただいた意見等について取りまとめたものとなります。 
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この制 度 の創 設 を通 じ、多 様 な性 を市 民 が理 解

し尊 重 する社 会 を「推 進 して実 現 する 

／実 現 に寄 与 すること」が重 要 なのではないかと

思 い、上 記 の通 り文 言 を付 け加 えてみました。 

（参 考 ：東 京 都 、春 日 井 市 、一 宮 市 、豊 山 町  各 パ

ートナーシップ制 度 要 綱 ） 

 

・P.1 （定 義 ）第 2 条  

（4）パートナーシップ 互 いを人 生 のパートナーとし、

日 常 生 活 において、対 等 な立 場 で、相 互 に責

任 をもって協 力 すると約 した、一 方 又 は双 方 が

性 的 少 数 者 である 2 人 の関 係 をいう。 

 

⇒（4）パートナーシップ 互 いを人 生 のパートナーとし

て 、 相 互 の 人 権 を 尊 重 し 、 日 常 生 活 に お い て 、

対 等 な立 場 で、相 互 に継 続 的 に責 任 をもって協

力 すると約 した、一 方 又 は双 方 が性 的 少 数 者 で

ある 2 人 の関 係 をいう。 

 

※上 記 の文 言 を付 け足 すことによって、ハーモニー

Ⅳ 基 本 目 標 Ⅲ「安 心 して暮 らせる環 境 づくり」に

基 づいた人 権 意 識 の高 まりや人 権 に関 する諸 問

題 の解 消 につながることを期 待 したいと思 います。 

 

・P.2 （宣 誓 の要 件 ）第 3 条  

 

ファミリーシップにあることを宣 誓 する者 について、近

隣 自 治 体 の制 度 と比 較 してみると、小 牧 市 の要 綱

案 には当 事 者 とファミリーシップ対 象 者 の生 計 が同

一 であることを求 める表 記 が見 当 たりません。 

当 事 者 に子 どもがいる場 合 、生 計 を同 じくしなくても

ファミリーシップの宣 誓 が可 能 であると認 識 してよい

のでしょうか。 

また、子 どもに関 する困 りごとの軽 減 にもつなげてい

ただけるような制 度 であればと願 っています。 

市 としての ご見 解 をお聞 かせいただければと思 いま

す。 

 

・P.2（宣 誓 の方 法 ）第 4 条  

 

宣 言 をしようとする者 は、多 世 代 交 流 プラザ職 員

の面 前 において自 ら記 入 した… 

 

⇒宣 言 をしようとする者 は、多 世 代 交 流 プラザ職 員

の面 前 において自 ら記 入 した… 

 

※これまでも幾 度 となく担 当 部 門 の組 織 改 編 はあり

ましたし、制 度 創 設 の要 綱 案 において多 世 代 交 流

プ ラ ザ 職 員 と 限 定 す る 必 要 性 は な い よ う に 思 い ま

す。 

 

・P.4（宣 誓 書 記 載 事 項 変 更 の届 出 ）第 9 条 3 

 

市 は、小 牧 市 パートナーシップ・ファミリーシップ宣 誓

 

 

 

 

 

 

 

・P .1 （定 義 ）第 2 条 につきま

し て 、 下 記 の 通 り 修 正 さ せ て

いただく予 定 です。 

 

互 い を 人 生 の パ ー ト ナ ー と し

て 、 相 互 に 、 人 権 を 尊 重 し 、

日 常 生 活 に お い て 対 等 な 立

場 で 、継 続 的 に責 任 をも っ て

協 力 すると約 した・・・ 

 

※ご指 摘 いただいた内 容 に付  

け 加 え て 、 「 相 互 に 」 と し 、

「人 権 を尊 重 し」と「協 力 す

る こ と を 約 し た 」 の 両 方 に

かかるようにしました。 

 

 

・P.2 （宣 誓 の要 件 ）第 3 条  

につきまして 

 

生 計 同 一 に限 定 せず、そうで

な い 子 ど も に お い て も 、 戸 籍

謄 本 等 で親 族 関 係 の確 認 が

取 れればファミリーシップの宣

誓 が可 能 です。 

子 ど も と い う こ と も あ り 、 基 本

的 に は 生 計 同 一 と 思 わ れ ま

すが、そうでない場 合 も救 える

よう制 度 設 計 しております。 

 

 

・P.2（宣 誓 の方 法 ）第 4 条 に

つ き ま し て 、 下 記 の 通 り 修 正

させていただく予 定 です。 

 

宣 言 を し よ う と す る 者 は 、 担

当 職 員 の 面 前 に お い て 自 ら

記 入 した… 

 

※ ご 指 摘 の と お り 、 部 署 名 を

明 記 す る こ と で 、 そ の 後 の

組 織 改 正 の際 に影 響 があ

ります。 

こ こ で は 宣 誓 書 の 記 載 に

お い て 、 郵 送 等 で は な く 、

窓 口 に お 越 し い た だ き 、 そ

の 場 で ご 記 入 い た だ く こ と
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書 受 領 証 明 書 を保 有 する市 民 に対 し、定 期 的 に連

絡 を取 り、市 の施 策 等 についての情 報 提 供 や困 りご

との把 握 を行 う必 要 があると思 います。 

変 更 等 の届 出 漏 れを防 ぎながら、生 活 安 全 面 のケ

アも促 せるのではと思 います。 

 

・P.5（証 明 書 の返 還 ）第 10 条  

 

近 隣 自 治 体 の制 度 では、（無 効 に係 る交 付 番 号 の

公 表 ）（宣 誓 の取 り消 し）（証 明 書 の無 効 ）（宣 誓 書

の保 存 ）など、宣 誓 者 が虚 偽 や不 正 な方 法 で証 明

書 交 付 を 受 け た こ と が 判 明 し た 場 合 や 、 宣 誓 書 の

保 存 期 限 、無 効 とした証 明 書 の交 付 番 号 を公 表 す

るなどの 取 り扱 いに ついて定 めているが、小 牧 市 の

要 綱 案 においては明 確 に記 載 がないため、もう少 し

踏 み込 んだ設 定 をする必 要 があるように思 います。 

 

(2 )  その他  

SDGs 未 来 都 市 として、小 牧 市 パートナーシップ・フ

ァミリーシップ宣 誓 制 度 の施 行 はとても大 きな前 進 だ

と思 いながら、要 綱 案 を拝 読 致 しました。 

要 綱 案 には性 自 認 ・性 的 指 向 についての解 説 があ

っても、それが SOGI という用 語 に結 びつかない人 も

多 くいるのではと思 います。ハーモニーⅣでは「SOGI 

について言 葉 も内 容 も知 っている市 民 の割 合 」を向

上 させる目 標 を掲 げていますので、本 制 度 の施 行 を

きっかけに SOGI という用 語 について今 後 の認 知 度

を上 げていくため、広 報 や SNS 媒 体 等 で本 制 度 の

周 知 を図 っていく折 々には必 ず多 様 な性 を表 す用

語 の 解 説 と共 に 多 用 していかれるとよいのではと思

っています。 

 

を 想 定 し た 記 載 と し て お り

ま す の で 、 部 署 名 は 記 載

せず「担 当 職 員 の面 前 」と

させていただきました。 

 

 

・ P.4 （ 宣 誓 書 記 載 事 項 変 更

の届 出 ）第 9 条 3 

・ P.5 （ 証 明 書 の 返 還 ） 第 10 

条 につきまして、 

 

証 明 書 受 領 後 の宣 誓 者 への

ケアや、虚 偽 の宣 誓 や、宣 誓

書 の保 存 期 間 等 につきまして

は、今 後 事 務 マニュアル等 の

内 規 で定 めていく予 定 です。 

 

 

要 綱 の修 正 内 容 につきまして

は 、 今 後 文 書 担 当 課 と 協 議

の上 最 終 的 に決 定 してまいり

ま す の で 、 よ ろ し く お 願 い し ま

す。 

 

多 数 ご 意 見 等 い た だ き ま し

て 、 誠 に あ り が と う ご ざ い ま し

た。 


